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(57)【要約】
【課題】　所要の収容容量を有する排泄物収容スペース
を備え、かつ、クロッチ域において必要以上に膨らむこ
となく、見た目にも好ましい使い捨て着用物品の提供。
【解決手段】　着用物品１０のクロッチ本体１２は、主
体部５３と、縦方向Ｙへ延びるレッグ弾性要素４１，４
２が配設された、主体部５３の横方向Ｘの外方に位置す
る両側部５４とを有する不透液性シート３４から形成さ
れている。両側部５４は、縦方向Ｙへ延びる折曲ライン
５５と、折曲ライン５５の横方向Ｘの外方に位置する外
側部位５４Ａと折曲ライン５５の横方向Ｘの内方に位置
する内側部位５４Ｂとを有する。着用物品１０は、両側
部５４の外側部位５４Ａを内方へ折り返して縦方向Ｙに
延びる接合域５７を介して内側部位５４Ｂに固定するこ
とによって形成された折り重ね部位を有する一対のサイ
ド弾性部４０を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及びそれに直交する横方向を有し、肌対向面及び非肌対向面と、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、前記前後ウエスト域
を画成する弾性ウエストパネルと、前記弾性ウエストパネルに取り付けられた、前記前後
ウエスト域の一部及び前記クロッチ域を画成するクロッチ本体とを含む使い捨て着用物品
において、
　前記クロッチ本体は、主体部と、前記縦方向へ延びるレッグ弾性要素が配設された、前
記主体部の前記横方向の外方に位置する両側部とを有する不透液性シートを含み、
　前記両側部は、前記縦方向へ延びる折曲ラインと、前記折曲ラインの前記横方向の外方
に位置する外側部位と前記折曲ラインの前記横方向の内方に位置する内側部位とを有して
おり、
　前記両側部の前記外側部位を内方へ折り返して前記縦方向に延びる接合域を介して前記
内側部位に固定することによって形成された折り重ね部位を有する一対のサイド弾性部を
含むことを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記不透液性シートは、前記肌対向面側に位置する内面クロッチシートと、前記非肌対
向面側に位置する外面クロッチシートと、前記内外面クロッチシートの間に介在された複
数条の前記レッグ弾性要素とから形成されたクロッチ積層シートである請求項１記載の着
用物品。
【請求項３】
　前記一対のサイド弾性部は、前記両側部の前記外側部位と前記内側部位とを接合する前
記縦方向に延びる側部接合域と、前記両側部の両端縁に沿って前記横方向へ延びる端部接
合域とを介して互いに接合することによって形成されている請求項１又は２に記載の着用
物品。
【請求項４】
　前記側部接合域は、前記クロッチ域のうちの少なくとも中央部において、前記レッグ弾
性要素の前記横方向の外方に位置する請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記内外面クロッチシートのうちの少なくとも一方が、熱可塑性樹脂フィルムから形成
されている請求項２～４のいずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記内外面クロッチシートのうちの少なくとも前記内面クロッチシートが熱可塑性樹脂
フィルムから形成されており、前記側部接合域および前記端部接合域における接合面が熱
可塑性樹脂フィルムである請求項２～５のいずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記両側部の前記外側部位と前記内側部位とを前記接合域を介して接合し、前記外側部
位の一部を前記横方向の外方に向かって折り曲げることによって折曲部位が形成され、前
記折曲部位がその内面に位置する接合域を介して前記内側部位に接合されている請求項１
～６のいずれかに記載の着用物品。
【請求項８】
　前記クロッチ本体の前記主体部の前記肌対向面には、体液吸収構造体が配置されており
、前記体液吸収構造体は、高吸収性ポリマー粒子を透液性シートで被包したシート形状を
有する請求項１～７のいずれかに記載の着用物品。
【請求項９】
　前記折り重ね部位が、接合域を介して前記不透液性シートの前記両側部に固定される請
求項１～８のいずれかに記載の着用物品。
【請求項１０】
　前記折り重ね部位の外側縁が外方へ凹曲した形状を有する請求項１～９のいずれかに記
載の着用物品。
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【請求項１１】
　前記レッグ弾性要素は、前記縦方向へ延びる第１レッグ弾性要素と、内方へ凸曲する第
２レッグ弾性要素とを有し、前記折り重ね部位の外側縁が前記第２レッグ弾性要素に沿っ
て外方へ凹曲した形状を有する請求項１～９のいずれかに記載の着用物品。
【請求項１２】
　前記折り重ね部位の外側縁が外方へ凹曲した形状を有し、前記側部接合域が前記外側縁
からそれを取り囲むように所与寸法離間している請求項１～９のいずれかに記載の着用物
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、環状の弾性ウエストパネルとそれ
に取り付けられたクロッチ本体とを有する使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレ
ーニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、使い捨ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、環状の弾性ウエストパネルと、それに取り付けられたクロッチ本体とを有する使
い捨ておむつは公知である。例えば、特許文献１には、前ウエスト域を形成する前ウエス
トパネルと、後ウエスト域を形成する後ウエストパネルとから構成された弾性ウエストパ
ネルと、前後ウエストパネル間において縦方向へ延びる、前後端部が弾性ウエストパネル
に取り付けられたクロッチ本体とを含む使い捨ておむつが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２９２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の着用物品によれば、クロッチ本体の前後端部が前後ウエストパネル
を形成する内外面シートの間に介在されて取り付けられており、その両側部には、おむつ
の縦方向へ延びるレッグ弾性要素が配設された一対のサイド弾性部が配置されている。お
むつの着用状態において、一対のサイド弾性部は着用者の身体側に向かって立ち上がり、
前後ウエストパネルとクロッチ本体との間には排泄物を収容可能なポケットが形成される
ので、クロッチ本体の内部には、比較的に多量の排泄物を吸収、保持するための排泄物収
容スペースが画成される。
【０００５】
　かかる着用物品では、前後ウエストパネルにクロッチ本体が吊持されたハンモック状を
呈し、サイド弾性部が体液吸収構造体の横方向の外方に体液の排泄量を超えて必要以上に
膨らむので着用者に不快感を与えるとともに、見た目にも好ましくない。
【０００６】
　そこで、本発明は、所要の収容容量を有する排泄物収容スペースを備え、かつ、クロッ
チ域において必要以上に膨らむことなく、見た目にも好ましい使い捨て着用物品の提供を
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明が対象とするのは、縦方向及びそれに直交する横方
向を有し、肌対向面及び非肌対向面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエ
スト域間に位置するクロッチ域と、前記前後ウエスト域を画成する弾性ウエストパネルと
、前記弾性ウエストパネルに取り付けられた、前記前後ウエスト域の一部及び前記クロッ
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チ域を画成するクロッチ本体とを含む使い捨て着用物品である。
【０００８】
　本発明に係る着用物品は、前記クロッチ本体は、主体部と、前記縦方向へ延びるレッグ
弾性要素が配設された、前記主体部の前記横方向の外方に位置する両側部とを有する不透
液性シートを含み、前記両側部は、前記縦方向へ延びる折曲ラインと、前記折曲ラインの
前記横方向の外方に位置する外側部位と前記折曲ラインの前記横方向の内方に位置する内
側部位とを有しており、前記両側部の前記外側部位を内方へ折り返して前記縦方向に延び
る接合域を介して前記内側部位に固定することによって形成された折り重ね部位を有する
一対のサイド弾性部を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る使い捨て着用物品によれば、クロッチ本体が弾性ウエストパネルの外面に
取り付けられたものであって、通常のおむつに比べて、排泄物収容スペースが大きく形成
されるところ、一対のサイド弾性部が不透液性シートの一部に折り重ね部位が形成されて
いるので、クロッチ本体が必要以上に横方向へ大きく膨らむことはなく、着用者の着用感
が向上するとともに、見た目にもすっきりとした印象を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る使い捨て着用物品の一例として示す、使い捨ておむ
つの斜視図。
【図２】おむつのサイドシーム部を剥離して前後方向に伸展した状態をその内面から見た
一部破断展開平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】クロッチ本体の平面図。
【図６】クロッチ積層シートの展開平面図。
【図７】図１のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【図８】第２実施形態における図５と同様の平面図。
【図９】第３実施形態における図５と同様の平面図。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線断面図。
【図１１】第４実施形態における図１と同様の使い捨ておむつの斜視図。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図。
【図１３】第５実施形態における図１と同様の使い捨ておむつの斜視図。
【図１４】第５実施形態におけるクロッチ本体の平面図。
【図１５】第６実施形態におけるクロッチ本体の平面図。
【図１６】第７実施形態における変更例の一例を示すクロッチ本体の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜第１実施形態＞
　図１～図３を参照すると、本発明の使い捨て着用物品の一例として示す使い捨ておむつ
１０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘと、横方向Ｘの幅寸法を二等分する仮想縦
中心線Ｐ－Ｐと、縦方向Ｘの幅寸法を二等分する仮想横中心線Ｑ－Ｑとを有する。
【００１２】
　おむつ１０は、肌対向面及びそれに対向する非肌対向面と、ウエスト回り方向へ延びる
環状の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパネル１１の非肌対向面に取り付けられ
たクロッチ本体１２と、各パネル１１，１２によってそれぞれ画定される、前ウエスト域
１３と、後ウエスト域１４と、前後ウエスト域１３，１４間を縦方向Ｙに延びるクロッチ
域１５とを含む。
【００１３】
　おむつ１０は、仮想中心線Ｐ－Ｐに関して対称に形成されており、弾性ウエストパネル
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１１は、前ウエスト域１３に位置する前ウエストパネル１６と、後ウエスト域１４に位置
する後ウエストパネル１７とから構成される。
【００１４】
　前ウエストパネル１６は、クロッチ本体１２と交差し、横方向Ｘへ延びる内端縁１６ａ
と、縦方向Ｙにおいて内端縁１６ａと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１６ｂと、内
外端縁１６ａ，１６ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁１６ｃ，１６ｄとによって横長
矩形状に形成される。
【００１５】
　後ウエストパネル１７は、前ウエストパネル１６とほぼ同形同大であって、クロッチ本
体１２と交差し、横方向Ｘへ延びる内端縁１７ａと、縦方向Ｙにおいて内端縁１７ａと離
間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１７ｂと、内外端縁１７ａ，１７ｂ間において縦方向
Ｙへ延びる両側縁１７ｃ，１７ｄとによって横長矩形状に形成される。
【００１６】
　前ウエストパネル１６の両側縁１６ｃ，１６ｄのそれぞれと後ウエストパネル１７の両
側縁１７ｃ，１７ｄとは、互いに重ね合わされて、縦方向Ｙへ間欠的に位置するサイドシ
ーム部２０によって連結され、ウエスト開口２１及び一対のレッグ開口２２とが画成され
ている（図１参照）。サイドシーム部２０は、公知の接合手段、例えば、熱エンボス加工
、ソニック加工等の各種の熱溶着手段によってなされる。
【００１７】
　前ウエストパネル１６は、肌対向面側に位置する第１内面シート２３と、非肌対向面側
に位置する第１外面シート２４を有する。第１内外面シートは、質量約１５～３０ｇ／ｍ
２の実質的に不透液性のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スアパンボンド）繊維
不織布またはスパンボンド不織布、プラスチックシート又はそれら不織布の少なくとも一
つとのラミネートシートとから形成することができる。両シートは、少なくともいずれか
一方の内面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤又は前記熱溶着手段によって接合さ
れる。
【００１８】
　両シート２３，２４間には、横方向Ｘへ延びる複数条のストランド状又はストリング状
の前ウエスト弾性要素２５が配設されている。前ウエストパネル１６は、前ウエスト弾性
要素２５が配設されていることによって少なくとも横方向Ｘへ収縮可能に弾性化されてい
る。両シート２３，２４は、両シート２３，２４の接合状態がおむつ１０の取り扱い中や
着用中などにおいて剥離するおそれがない限り、前ウエスト弾性要素２５のほぼ全周面に
塗布したホットメルト接着剤を介してのみ互いに接合されていてもよい。
【００１９】
　前ウエスト弾性要素２５は、前ウエストパネル１６の外端縁１６ｂに沿って横方向Ｘへ
延びる前上方ウエスト弾性要素２５Ａと、内端縁１６ａに沿って横方向Ｘへ延びる前下方
ウエスト弾性要素２５Ｂとから構成される。前下方ウエスト弾性要素２５Ｂは、前上方ウ
エスト弾性要素２５Ａに比して密の状態で配設され、前上方ウエスト弾性要素２５Ａと前
下方ウエスト弾性要素２５Ｂとの間には、弾性要素が配設されていない非弾性域２６が画
成される。
【００２０】
　後ウエストパネル１７は、肌対向面側に位置する第２内面シート２８と、非肌対向面側
に位置する第２外面シート２９を有する。第２内外面シート２９は、単位面積当たりの質
量が約１５～３０ｇ／ｍ２の実質的に不透液性のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン
・スパンボンド）繊維不織布又はスパンボンド不織布、プラスチックシート又はそれら不
織布の少なくとも一つとのラミネートシートとから形成することができる。両シート２８
，２９は、少なくともいずれか一方の内面に塗布されたホットメルト接着剤又は前記熱溶
着手段よって接合される。
【００２１】
　両シート２８，２９間には、横方向Ｘへ延びる複数条のストランド状又はストリング状
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の弾性要素からなる後ウエスト弾性要素３０が配設されている。後ウエストパネル１７は
、後ウエスト弾性要素３０が配設されていることによって少なくとも横方向Ｘへ収縮可能
に弾性化されている。両シート２８，２９は、両シート２８，２９の接合状態がおむつ１
０の取り扱い中や着用中などにおいて剥離するおそれがない限り、後ウエスト弾性要素３
０を構成する各弾性要素のほぼ全周面に塗布したホットメルト接着剤を介してのみ互いに
接合されていてもよい。
【００２２】
　後ウエスト弾性要素３０は、後ウエストパネル１７の外端縁１７ｂに沿って横方向Ｘへ
延びる後上方ウエスト弾性要素３０Ａと、下端縁１７ａに沿って横方向Ｘへ延びる後下方
ウエスト弾性要素３０Ｂとから構成されている。後下方ウエスト弾性要素３０Ｂは、後上
方ウエスト弾性要素３０Ａよりも密に配設されており、後上方ウエスト弾性要素３０Ａと
後下方ウエスト弾性要素３０Ｂとの間には、弾性要素が配設されていない非弾性域３１が
画成されている。
【００２３】
　クロッチ本体１２は、縦長の略矩形状であって、前ウエストパネル１６の非肌対向面（
外面）と連結された前端部１２Ａと、後ウエストパネル１７の非肌対向面と連結された後
端部１２Ｂと、前後端部１２Ａ，１２Ｂ間において縦方向Ｙへ延びる中間部１２Ｃとを有
する。また、クロッチ本体１２は、クロッチ積層シート３４と、クロッチ積層シート３４
の肌対向面（内面）に配置された体液吸収構造体３５とを有する。クロッチ積層シート３
４と体液吸収構造体３５とは、それらの対向面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤
３６を介して互いに接合されている。
【００２４】
　体液吸収構造体３５は、パッドの形状に賦型された、ＳＡＰ（超吸収性ポリマー粒子）
を含む吸液性コアと、それを被包する液拡散シートとから形成することができる。具体的
には、体液吸収構造体３５は、吸液性コアと、吸液性コアの上面に位置する質量約１０ｇ
／ｍ２の親水性不織布と、その下面に位置する質量約１１ｇ／ｍ２のＳＭＳ繊維不織布と
を互いに重ね合わせてホットメルト接着剤を介して間欠的に接合することによって形成す
ることができる。このように、体液吸収構造体がＳＡＰとそれを被包するシートのみから
形成されているので、従来の、ＳＡＰと粉砕パルプとの混合物から形成されている場合に
比して薄く、クロッチ本体１２の動きに対して追従性が高いものといえる。
【００２５】
　具体的には、体液吸収構造体３５を含むクロッチ本体１２の中央部の厚さは、約５．０
ｍｍ以下である。また、そのカンチレバー剛軟度は、約１５～１４０ｍｍである。
【００２６】
＜厚さ測定方法＞
　クロッチ本体１２の中央部の厚さは、厚さ測定器（ＰＥＡＣＯＣＫ社製）を用いて（測
定子の直径約１０～２０ｍｍ）測定することができる。
【００２７】
＜カンチレバー剛軟度の測定方法＞
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６のカンチレバー法に準拠し、おむつ１０のクロッチ本体１２の中央
部からサンプル（横方向Ｘの長さ寸法約５０ｍｍ，縦方向Ｙの長さ寸法約１５０ｍｍ）を
切り取り、各サンプルの肌対向面と非肌対向面とを測定する。測定回数（ｎ）は、３とす
る。
【００２８】
　クロッチ積層シート３４は、少なくとも一方が不透液性の繊維不織布シート又はプラス
チックフィルムから形成された内外面クロッチシート３８，３９によって形成される。ま
た、内外面クロッチシート３８，３９は、両シート３８，３９のうちのいずれか一方のシ
ートの内面に塗布されたホットメルト接着剤（図示せず）を介して互いに接合され、それ
らの両側部は、内方へ折り曲げられて、縦方向へ延びる一対のサイド弾性部４０が形成さ
れる。
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【００２９】
　各サイド弾性部４０には、縦方向Ｙへ延びる複数条のストランド状又はストリング状か
らなる第１レッグ弾性要素４１と第２レッグ弾性要素４２とが配設されており、少なくと
も縦方向Ｙにおいて弾性化されている。第１レッグ弾性要素４１はサイド弾性部４０の内
側縁４０ａに沿って縦方向Ｙへ直状に延びる複数条の弾性要素から形成され、第２レッグ
弾性要素４２は、クロッチ域１５の中央部において縦軸Ｐへ向かって凸曲し、おむつ１０
の着用状態における着用者の脚回り方向へ延びる複数条の弾性要素から形成される。第１
及び第２レッグ弾性要素４１，４２は、前記の内外面クロッチシート３８，３９間にホッ
トメルト接着剤（図示せず）によって固定される。
【００３０】
　第１及び第２レッグ弾性要素４１，４２が配設されていることによって、クロッチ本体
１２は弾性ウエストパネル１１に吊持されたハンモック状の形態を呈し、その内部には、
排泄物収容スペースＳが画成されている（図７参照）。このように、クロッチ本体１２が
着用者の臀部から離間した状態で吊持されるので、比較的に多量の排泄物を吸収、保持す
ることができるとともに、クロッチ本体１２上に排泄された排泄物によって着用者の臀部
が汚れるのを抑えることができる。
【００３１】
　図２及び図３に示すとおり、クロッチ本体１２は、前端部１２Ａ及び後端部１２ｂの肌
対向面にホットメルト接着剤を塗布して形成された前接合域４５と後接合域４６とにおい
て前後ウエストパネル１６，１７の外面に取り付けられる。このように、クロッチ本体１
２の前後端部１２Ａ，１２Ｂを前後ウエストパネル１６，１７の外面に取り付けることに
よって、それらを前後ウエストパネル１６，１７の内面に取り付ける場合に比して、排泄
物収容スペースＳを大きく形成することができる。なお、排泄物収容スペースＳが所要の
大きさを有する限りにおいて、前後ウエスト域１３，１４のうちのいずれか一方のみが前
後ウエストパネル１６，１７の外面に取り付けられていればよい。
【００３２】
　前後接合域４５，４６は、クロッチ域１５に向かって開口した凹状を有し、それぞれ、
サイド弾性部４０の肌対向面にホットメルト接着剤を塗布して形成された両側部４８と、
両側部４８間において、横方向Ｘへ延びる中央部４９とを有する。中央部４９は、体液吸
収構造体３５の存在域よりも縦方向Ｙの外方に位置しており、両側部４８と中央部４９と
の間には、ホットメルト接着剤が塗布されていない非接合域５０が画成される。なお、本
実施形態において、前接合域４５の両側部４８は段差状、後接合域４６の両側部４８は矩
形状を有しているが、それらの形状に制限されるものではなく、前後接合域４５，４６の
両側部４８は、段差状、曲状などの各種の形状を有していてもよい。
【００３３】
　図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線断面図、図５は、クロッチ本体１２の平面図、図６は、サ
イド弾性部４０を展開した状態におけるクロッチ積層シート３４の展開平面図、図７は、
図１のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。なお、説明の便宜上、図５では、クロッチ積層シ
ート３４の内部に位置する側部接合域５７と端部接合域５８とを仮想線で表しており、ま
た、図５及び６において、クロッチ積層シート３４の肌対向面に位置する前後接合域４５
，４６は省略されている。さらに、図７において、サイド弾性部４０の一部が折曲されて
接合されていない場合における断面図を仮想線で示している。
【００３４】
　図４～図６に示すとおり、クロッチ積層シート３４において、サイド弾性部４０と体液
吸収構造体３５が配置される本体部５３とは、それらの間に介在されたホットメルト接着
剤を塗布した接合域を介して互いに接合されている。具体的には、図６に示すとおり、ク
ロッチ積層シート３４は、その展開状態において、横方向Ｘへ互いに並行して直状に延び
る両端縁３４ａ，３４ｂと、縦方向Ｙへ互いに並行して直状に延びる両側縁３４ｃ，３４
ｄとによって画成された矩形状であって、本体部５３と、本体部５３の横方向Ｘの両側に
位置する両側部５４とを有し、両側部５４にはその幅寸法を２等分する折曲ライン５５が
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形成される。また、両端部５４は、折曲ライン５５の横方向Ｘの外方に位置する外側部位
５４Ａと、折曲ライン５５の内方に位置する内側部位５４Ｂとに区分される。
【００３５】
　クロッチ積層シート３４の内面には、折曲ライン５５に沿って縦方向Ｙへ延びる側部接
合域５７と、クロッチ積層シート３４の両側縁３４ｃ，３４ｄ（サイド弾性部４０の内側
縁４０ａ）から両端縁３４ａ，３４ｂに沿って内方へ延びる端部接合域５８とが形成され
、折曲ライン５５に沿って両端部５４の外側部位５４Ａを内方へ折り返し、側部接合域５
７と端部接合域５８を介して対向する内側部位５４Ｂと互いに接合することによって、サ
イド弾性部４０が形成される。なお、両側部５４を内方に折り返してサイド弾性部４０が
形成される限りにおいて、側部接合域５７及び端部接合域５８のうちの少なくとも側部接
合域５７が形成されていればよい。
【００３６】
　サイド弾性部４０がクロッチ積層シート３４の一部を内方に折り返して接合することに
よって折り重ね部位５９が形成される。したがって、おむつ１０の着用状態において、第
１及び第２レッグ弾性要素４１，４２が伸長しても、サイド弾性部４０が湾曲してクロッ
チ本体が必要以上に横方向Ｘに膨らむことはない。図７に仮想線で示すとおり、クロッチ
積層シート３４の一部が側部接合域５７と端部接合域５８とを介して固定されてない場合
には、第１及び第２レッグ弾性要素４１，４２が伸長することによってサイド弾性部４０
全体が主体部５３から離間して、また、クロッチ本体１２の前後端部１２Ａ，１２Ｂが前
後ウエストパネル１６，１７の外面に取り付けられることからクロッチ本体１２は比較的
に大きな排泄物受容容量を有するハンモック状の形態を形成する。
【００３７】
　このように、比較的に大きな排泄物収容スペースＳが画成されるので、多量の排泄物を
吸収、保持することが可能であるが、クロッチ積層シート３４は可撓性を有するシート部
材のみから形成されているので、サイド弾性部４０が体液吸収構造体３５の側縁から横方
向Ｘの外方へ、排泄物の排泄量を超えた収容容量を有するように必要以上に大きく膨らみ
、おむつ１０を装着した状態で被服を着用する場合などには、着用者にごわごわとした不
快感を与えるとともに、見た目にも好ましくない。また、本実施形態のように、体液吸収
構造体３５が比較的に薄く形成されている場合には、体液吸収構造体３５がサイド弾性部
４０とともに湾曲することから、かかる問題が生じやすくなるといえる。
【００３８】
　本実施形態の場合には、クロッチ積層シート３４の一部に折り重ね部位５９が形成され
ていることによって、体液吸収構造体３５の横方向Ｘへ大きく膨らむことなくサイド弾性
部４０が着用者の身体に向かってほぼ垂直に立ち上がり、防漏壁として体液の横漏れを防
止するととともに、着用者に対してごわつきによる不快感を与えることはなく、見た目に
もすっきりとした印象を与えることができる。
【００３９】
　図６に示すとおり、側部接合域５７は、少なくとも横軸Ｑよりも前ウエスト域１３側に
位置していることが好ましい。おむつ１０の着用状態において、前ウエスト域１３側の部
位は着用者の脚回りに対向するので、該部位のサイド弾性部４０の立体形状が後ウエスト
域１４に比してコンパクトになって、脚回りの動きによっても該部位がごわつくことはな
く着用者に不快感を与えるおそれはない。また、外面視においてすっきりとした印象を与
えることができるので、前方からの外観を向上することができる。
【００４０】
　また、図４及び図５に示すとおり、クロッチ域１５の中央部において側部接合域５７は
第１及び第２レッグ弾性要素４１，４２よりも横方向Ｘの外方に位置している。このよう
に、側部接合域５７が第１及び第２レッグ弾性要素４１，４２よりも横方向Ｘの外方に位
置していることによって、側部接合域５７にこれらの弾性力が作用して該領域が収縮する
ことによって、剛性が高くなりそのシート部材の風合いを損ねるなどの不利益を生じるお
それはない。なお、図５に示すとおり、サイド弾性部４０の横方向Ｘの長さ寸法は約２０
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～１００ｍｍ、側部接合域５７の横方向Ｘの長さ寸法は、サイド弾性部４０の外側部位５
４Ａの横方向Ｘの長さ寸法の約１０～９０％の大きさであることが好ましい。
【００４１】
　前記のとおり、クロッチ積層シート３４は、クロッチ本体１２の外形を形成する１枚の
シート部材からなるクロッチ内面シート３８とクロッチ外面シート３９とが積層されて形
成されたものであるので、サイド弾性部４０の外側縁（クロッチ積層シートの折曲ライン
５５）から排泄物が外部に漏れ出ることはない。内外面クロッチシート３８，３９をとも
に熱可塑性樹脂フィルムから形成した場合には、一方を繊維不織布シートから形成した場
合に比して、クロッチ本体１２の各接合域に使用されるホットメルト接着剤の量を少なく
することができる。本発明の効果を奏する限りにおいて、サイド弾性部４０と本体部５３
とを連続する単層又は複数層のシート部材から形成するのではなく、本体部５３を形成す
るシート部材と別体のシート部材によってサイド弾性部４０を形成し、それらを各接合域
を介して互いに接合することよってクロッチ本体１２の立体構造を形成してもよい。内外
面クロッチシート３８，３９の横方向Ｘにおける長さ寸法を互いに相違するように形成し
てもよく、例えば、外面クロッチシート３９の横方向Ｘにおける長さ寸法が内面クロッチ
シート３８のそれよりも大きい場合には、その横方向の外方に延出する部位を内方に折り
返して接合することによってスリーブを形成し、第１レッグ弾性要素４１がクロッチ積層
シート３４から外れるのを防止することができる。
【００４２】
　内外面クロッチシート３８，３９のうちの少なくとも内面クロッチシート３８が熱可塑
性樹脂フィルムで形成されていることが好ましい。すなわち、内面クロッチシート３８が
熱可塑性樹脂フィルムで形成されている場合には、クロッチ積層シート３４における側部
接合域５７および端部接合域５８の接合面が熱可塑性樹脂フィルムで形成されることにな
るので、接合面の一方又は両方が繊維不織布シートで形成されている場合に比して、ホッ
トメルト接着剤の塗布量が少ない場合であっても、十分な接合強度を確保することができ
る。かかる場合には、具体的には、側部接合域５７および端部接合域５８に塗布されるホ
ットメルト接着剤の単位面積当たりの質量を約１～１５ｇ／ｍ２とすることができる。
【００４３】
　各接合域を形成するホットメルト接着剤の塗布パターンとしては、スパイラル状、Ω状
、ランダムな線形パターン状、ドット状などの各種公知の塗布パターンを採用することが
できる。ホットメルト接着剤の単位面積当たりの質量は、各接合域の接合面積や使用する
シート部材の種類によって異なるが、例えば、クロッチ積層シート３４を構成する内外面
クロッチシート３８，３９どうしを接合するための接合域におけるホットメルト接着剤の
単位面積当たりの質量は、１．０～１５．０ｇ／ｍ２とすることができる。
【００４４】
＜第２実施形態＞
　図８を参照して、第１実施形態と異なる構成についてのみ以下に述べると、本実施形態
では、側部接合域５７がクロッチ本体１２の縦方向Ｙの全域において一連に延びる。この
ように、側部接合域５７がクロッチ本体１２の縦方向Ｙの全域に延びていることによって
、サイド弾性部４０の横方向Ｘの外方への膨らみを確実に防止することができるとともに
、該接合域が基点となりサイド弾性部４０の外側部位５４Ａを着用者の身体に向かってほ
ぼ垂直に立ち上がらせることができる。
【００４５】
＜第３実施形態＞
　図９及び図１０を参照して第１実施形態と異なる構成についてのみ以下に述べると、本
実施形態では、サイド弾性部４０の外側部位５４Ａが外側に向かって折り返されており、
外側に折り返された折曲部位６０の内面とそれに対向する両側部４０の一部とが接合域６
１を介して互いに接合される。このように、サイド弾性部４０が外側に折曲された状態で
固定されるので、サイド弾性部４０の横方向Ｘの長さ寸法をさらに小さくすることができ
、横方向Ｘの外方への膨らみを確実に防止することができる。
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【００４６】
＜第４実施形態＞
　図１１及び図１２を参照して第１実施形態と異なる構成について以下のみに述べると、
本実施形態においては、サイド弾性部４０の折り重ね部位５９が、その一方（下面）に位
置する接合域６３を介してクロッチ積層シート３４の両側部５４の内側部位５４Ｂに固定
されている。接合域６３では、シートどうしがホットメルト接着剤を含む各種接着剤や公
知の熱又は超音波によるエンボス加工によって融着されている。折り重ね部位５９が固定
されることによって、両端部５４の内側部位５４Ａは、仮想線で示す、折り重ね部位５９
が接合域６３を介して固定される前の状態から外方へ移動するので、クロッチ本体１２内
の排泄物収容スペースＳをより大きくすることができる。また、第１実施形態の場合には
、折り重ね部位５９が外方へ突出しているので、おむつ１０の着用の際レッグ開口２２に
脚を通すときにそれが大腿に触れて着用操作の邪魔になったり着用者の肌に刺激を与える
おそれがあるが、折り重ね部位５９を固定することによってかかる不利益を解消すること
ができる。接合域６３は、折曲部位５９の下面又は上面のいずれか一方に位置していても
よい。
【００４７】
＜第５実施形態＞
　図１３及び図１４を参照して第１実施形態と異なる構成についてのみ以下に述べると、
本実施形態においては、折り重ね部位５９の外側縁６４が外方へ凹曲するようにカットさ
れている。折り重ね部位５９が外方へ凹曲するようにカットされていることによって、折
り重ね部位５９の外側縁６４間における横方向Ｘの長さ寸法は小さくなり、着用者がレッ
グ開口２２から脚を通すときに折り重ね部位５９が引っ掛かるのを防止することができる
とともに、大腿に沿った曲状を有することによってフィット感を向上させることができる
。また、折り重ね部位５９は、リブのような役割を果たしてサイド弾性部４０の剛性を高
め、排泄物を排泄物収容スペースＳに収容したときのサイド弾性部４０の外方への拡がり
を抑制するおそれがあるところ、このように、その一部をカットすることによって、サイ
ド弾性部４０全体の剛性を低減することができる。
【００４８】
＜第６実施形態＞
　図１５を参照して第１実施形態と異なる構成についてのみ以下に述べると、本実施形態
においては、第２レッグ弾性要素４２の湾曲度合いが緩やかに、かつ、大きくカーブする
ように配設されており、折り重ね部位５９が第２レッグ弾性要素４２を切断することなく
外方へ凹曲するようにカットされている。折り重ね部位５９が凹曲状にカットされている
ことによって、折り重ね部位５９の外側縁６４間における横方向Ｘの長さ寸法は小さくな
り、着用者がレッグ開口２２から脚を通すときに折り重ね部位５９が引っ掛かるのを防止
することができ、かつ、大腿へのフィット感が向上する。また、第５実施形態と異なり第
２レッグ弾性要素４２の一部がベースシートとともにカットされることはないので、レッ
グ弾性要素４２の切断部位が着用者の大腿に触れて刺激を与えたり、レッグ弾性要素４２
の一部がサイド弾性部４１から外部へ抜け出たりするおそれはない。
【００４９】
＜第７実施形態＞
　図１６を参照すると、クロッチ積層シート３４の側部接合域５７が外方へ凹となる形状
を有し、また、該側部接合域５７に囲まれた部分の外側縁６４がカットされて、外方へ凹
曲した形状を有している。かかる態様によっても図１３に示すような外側縁６４が内方へ
凸曲した形状を有する折り重ね部位５９を形成することができる。また、図１４及び図１
５に示す第５及び第６実施形態の場合には、ホットメルト接着剤が塗布されることによっ
て硬化した側部接合域５７がカットされているので、たとえフィット感を考慮して外側縁
５４が曲状を有するものであっても、それが着用者の大腿に直接触れることによって刺激
を与えるおそれがある。本実施形態の場合には、側部接合域５７が外側縁６４から所与寸
法離間しているおり、側部接合域５７の位置する比較的に高剛性を有する部分が直接肌に
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触れることはないので、より肌当たりを向上させることができる。また、側部接合域５７
は凹状を有しているので、それに囲まれた部位がカットされても排泄物が排泄物収容スペ
ースＳから外部に漏れ出るおそれはない。
【００５０】
　おむつ１０を構成する各構成部材には、本明細書に記載されている材料のほかに、この
種の物品において通常用いられている各種の公知の材料を制限なく用いることができる、
また、本発明の明細書及び特許請求の範囲において、「第１」および「第２」の用語は、
同様の要素、位置などを単に区別するために用いられている。
【００５１】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる。
　縦方向及びそれに直交する横方向を有し、肌対向面及び非肌対向面と、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、前記前後ウエスト域
を画成する弾性ウエストパネルと、前記弾性ウエストパネルに取り付けられた、前記前後
ウエスト域の一部及び前記クロッチ域を画成するクロッチ本体とを含む使い捨て着用物品
において、前記クロッチ本体は、主体部と、前記縦方向へ延びるレッグ弾性要素が配設さ
れた、前記主体部の前記横方向の外方に位置する両側部とを有する不透液性シートを含み
、前記両側部は、前記縦方向へ延びる折曲ラインと、前記折曲ラインの前記横方向の外方
に位置する外側部位と前記折曲ラインの前記横方向の内方に位置する内側部位とを有して
おり、前記両側部の前記外側部位を内方へ折り返して前記縦方向に延びる接合域を介して
前記内側部位に固定することによって形成された折り重ね部位を有する一対のサイド弾性
部を含むことを特徴とする前記着用物品。
【００５２】
　上記段落００５１に開示した本発明は、少なくとも下記の実施形態を含むことができる
。
（１）前記不透液性シートは、前記肌対向面側に位置する内面クロッチシートと、前記非
肌対向面側に位置する外面クロッチシートと、前記内外面クロッチシートの間に介在され
た複数条の前記レッグ弾性要素とから形成されたクロッチ積層シートである。
（２）前記一対のサイド弾性部は、前記両側部の前記外側部位と前記内側部位とを接合す
る前記縦方向に延びる側部接合域と、前記両側部の両端縁に沿って前記横方向へ延びる端
部接合域とを介して互いに接合することによって形成されている。
（３）前記側部接合域は、前記クロッチ域のうちの少なくとも中央部において、前記レッ
グ弾性要素の前記横方向の外方に位置する。
（４）前記内外面クロッチシートのうちの少なくとも一方が、熱可塑性樹脂フィルムから
形成されている。
（５）前記内外面クロッチシートのうちの少なくとも前記内面クロッチシートが熱可塑性
樹脂フィルムから形成されており、前記側部接合域および前記端部接合域における接合面
が熱可塑性樹脂フィルムである。
（６）前記両側部の前記外側部位と前記内側部位とを前記接合域を介して接合し、前記外
側部位の一部を前記横方向の外方に向かって折り曲げることによって折曲部位が形成され
、前記折曲部位がその内面に形成された接合域を介して前記内側部位に接合されている。
（７）前記クロッチ本体の前記主体部の前記肌対向面には、体液吸収構造体が配置されて
おり、前記体液吸収構造体は、高吸収性ポリマー粒子を透液性シートで被包したシート形
状を有する。
（８）前記折り重ね部位が、接合域を介して前記不透液性シートの前記両側部に固定され
る。
（９）前記折り重ね部位の外側縁が外方へ凹曲した形状を有する。
（１０）前記レッグ弾性要素は、前記縦方向へ延びる第１レッグ弾性要素と、内方へ凸曲
する第２レッグ弾性要素とを有し、前記折り重ね部位の外側縁が前記第２レッグ弾性要素
に沿って外方へ凹曲した形状を有する。
（１１）前記折り重ね部位の外側縁が外方へ凹曲した形状を有し、前記側部接合域が前記
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【符号の説明】
【００５３】
１０　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
１１　弾性ウエストパネル
１２　クロッチ本体
１３　前ウエスト域
１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
３４　クロッチ積層シート（不透液性シート）
３５　体液吸収構造体
３８　クロッチ内面シート
３９　クロッチ外面シート
４０　サイド弾性部
４１　第１レッグ弾性要素
４２　第２レッグ弾性要素
５３　クロッチ積層シートの主体部（クロッチ本体の主体部）
５４　クロッチ積層シートの両側部（クロッチ本体の両側部）
５４Ａ　両側部の外側部位
５４Ｂ　両側部の内側部位
５７　側部接合域
５８　端部接合域
５９　折り重ね部位
６０　折曲部位
６１　接合域
６４　折曲部位の外側縁
Ｘ　横方向
Ｙ　縦方向
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